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稲敷市犬塚地内
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測量業務委託特記仕様書 
                              

稲敷市 土木管理部 建設課 

 

（適用範囲） 

第 １ 条 この仕様書は、稲敷市の発注する測量業務等【7市単 市道（江）1154号線測量設計業務委

託】に適用する。 

ただし、特記仕様書にないものについては、茨城県の測量作業共通仕様書及び用地測量等

共通仕様書を遵守するものとする。 

 

（目  的） 

第 ２ 条 本業務は、特記仕様書に示す区域において、排水整備にかかる工事発注に必要な資料を作

成することを目的とする。 

 

（業務位置） 

第 ３ 条 本業務における業務位置は、別添位置図のとおりとする。 

 

（業務内容） 

第 ４ 条 本業務における業務内容は、別紙１及び数量計算書のとおりとする。 

 

（管理技術者） 

第 ５ 条 管理技術者は、測量士であり、高度な技術と十分な実務経験を有するものでなければなら

ない。 

 

（作業規定） 

第 ６ 条 測量作業は、国土交通省の定める公共測量作業規定及び同規定に係る運用基準（以下「規

定」という。）により実施するものとする。 

 

（作業管理） 

第 ７ 条 受託者は、作業実施にあたり、関係法令を守り常に適切なる管理を行わなければならない。 

２ 測量現場が隣接する又は同一現場において別途測量作業がある場合には、常に相互協調す

るとともに、利用する成果については照合を行わなければならない。 

３ 受託者は、測量実施にあたり、交通の妨害又は公衆に迷惑を及ぼさないよう努めなければ

ならない。 

４ 受託者は、測量作業中安全に留意しなければならない。 

 

（土地の立ち入り等） 

第 ８ 条 受託者は、測量実施にあたり、公有又は私有の土地に立ち入る場合には、あらかじ    

め監督員に報告するとともに、受託者の責任において関係者と緊密かつ充分なる協調を    

保ち円滑な測量の進捗を期さなければならない。また関係法令に規定する身分証明書を    

携帯し関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 



２ 受託者は、測量実施にあたり、宅地又は垣根、さく等で囲まれた土地に立ち入る場合は、

あらかじめ占有者に通知しなければならない。 

ただし、占有者に対してあらかじめ通知することが困難であるときは、占有者に迷惑を及

ぼさないよう十分注意して立ち入るものとし、この場合において遅滞なくその旨を占有者に

通知しなければならない。 

３ 受託者は、測量実施のため、植栽、垣根、さく等の伐除又は土地若しくは工作物を一時使

用する場合は所有者の承諾を得て行うものとする。 

この場合において生じた損失は、特記仕様書に示すほかは受託者が負担するものとする。 

 

（関係機関への手続き等） 

第 ９ 条 受託者は、測量実施のために必要な関係官公庁その他に対する諸手続きは、監督員と打ち

合わせの上、受託者において迅速に処理しなければならない。 

２ 受託者は、関係官公庁その他に対して交渉を要するとき又は交渉を受けたときは、遅滞な

くその旨を監督員に申し出て協議するものとする。 

 

（検  査） 

第１０条 受託者は、部分引渡し検査及び完了検査を受ける場合は、あらかじめ成果品並びに関係資

料等を備えておくものとし、管理技術者又は照査技術者が立会いのうえ検査を受けなければ

ならない。 

 

（提出書類） 

第１１条 受託者は、業務の着手及び完了にあたり、契約約款に定めるものの外、下記の書類を監督

員に提出しなければならない。 

（１）着手届 （２）完了届 （３）納品書 

２ 指示、承諾及び協議等は、原則として書面により行うものとする。 

 

（成果品等） 

第１２条 納入する成果品は、別紙２のとおりとする。 

 

（業務カルテ） 

第１３条 契約額が１００万円以上（税込み）の測量業務（建築関係・補償関係は除く）については、

ＴＥＣＲＩＳ（調査設計業務実績情報サービス）へデータ登録する。 

   ２ ＴＥＣＲＩＳ用データは業者がＪＡＣＩＣに提出するものであるが、事前に監督員が確認

を行う。 

 

（排水接続箇所の調査） 

第１４条 本業務では、業務箇所の排水を付近の市道へ構造物等により接続することを想定している。 

    以上のことから、本業務においては、接続予定箇所の排水構造物の高さ等についても調査す

ること。 

 

（そ の 他） 

第１５条 成果品等はすべて発注者の所有とし、発注者の承認を得ないで他に公表、貸与、使    



用または工事発注情報として提供してはならない。 

  ２ 発注者及び関係機関より貸与された資料等は、その所有者の承認を得ないで他に公表及び

貸与しないこと。 

３ 検査が完了し、業務完了後においても過誤、脱落が認められたときは、受託者の責任にお

いてこれを修正するものとする。  

（疑  義） 

第１６条 受託者は、作業の実施にあたり、設計図書等に疑義を生じた場合は監督員と協議の上、実

施するものとする。 

 



設計業務委託特記仕様書 

                              

稲敷市 土木管理部 建設課 

 

（適用範囲） 

第 １ 条 この仕様書は、稲敷市の発注する設計業務等【7市単 市道（江）1154号線測量設計業務委

託】に適用する。 

ただし、特記仕様書にないものについては、茨城県の設計業務共通仕様書を遵守するもの

とする。 

 

（目  的） 

第 ２ 条 本業務は、特記仕様書に示された区域において、排水整備の工事発注に必要な設計を行う

ことを目的とする。 

 

（業務位置） 

第 ３ 条 本業務における業務位置は、別添位置図のとおりとする。 

 

（業務内容） 

第 ４ 条 本業務における業務内容は、別紙１及び数量計算書のとおりとする。 

 

（管理技術者） 

第 ５ 条 

２ 受託者は、設計業務等における管理技術者を定め、委託者に通知するものとする。 

３ 管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。 

４ 管理技術者は、設計業務等の履行にあたり、技術士（総合技術監理部門（業務に該当する

選択科目又は業務に該当する部門）又はこれと同等の能力と経験を有する技術者、あるいは

シビルコンサルティングマネージャー（以下「ＲＣＣＭ」という。) 又はＡＰＥＣエンジニ

アの資格保有者であり、日本語に堪能（日本語通訳が確保できれば可）でなければならない。 

５ 前項において、「同等の能力と経験を有する技術者」とは、次の各号のいずれかに該当する

者をいう。 

①学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)による大学卒業者にあっては、主に当該設計業務等に

係る建設コンサルタント業務について 13 年以上の実務経験を有する者。 

②学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校卒業者にあっては、主に当該設計業務等

に係る建設コンサルタント業務について 15 年以上の実務経験を有する者。 

③学校教育法による高等学校卒業者にあっては、主に当該設計業務等に係る建設コンサルタ

ント業務について 17 年以上の実務経験を有する者。 

④当該設計業務等に関する技術上の知識を有する者で、特記仕様書に規定した者又は委託者

が承諾した者。 

６ 管理技術者に委任できる権限は契約書第９条第２項に規定した事項とする。ただし、受



託者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は委託者に書面をもって報告しない限

り、管理技術者は受託者の一切の権限（契約書第９条第２項の規定により行使できないと

された権限を除く）を有するものとされ委託者及び監督員は管理技術者に対して指示等を

行えば足りるものとする。 

７ 管理技術者は、監督員が指示する関連のある設計業務等の受託者と十分に協議の上、相

互に協力し業務を実施しなければならない。 

８ 管理技術者は、第６条第６項に規定する照査結果の確認を行わなければならない。 

 

（照査技術者） 

第 ６ 条 受託者は、特記仕様書に定めがある場合は、設計業務等における照査技術者を定め委託者

に通知するものとする。 

２ 照査技術者は、技術士（総合技術監理部門（業務に該当する選択科目又は業務に該当する

部門）又はこれと同等の能力と経験を有する技術者、あるいはＲＣＣＭ又はＡＰＥＣエンジ

ニアの資格保有者でなければならない。 

３ 前項において、「同等の能力と経験を有する技術者」とは、次の各号のいずれかに該当する

者をいう。 

①学校教育法（昭和 22年法律第 26号）による大学卒業者にあっては、主に当該設計業務等

に係る建設コンサルタント業務について 13 年以上の実務経験を有する者。 

②学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校卒業者にあっては、主に当該設計業務等

に係る建設コンサルタント業務について 15 年以上の実務経験を有する者。 

③学校教育法による高等学校卒業者にあっては、主に当該設計業務等に係る建設コンサルタ

ント業務について 17 年以上の実務経験を有する者。 

④当該設計業務等に関する技術上の知識を有する者で、特記仕様書に規定した者又は委託者

が承諾した者。 

４ 照査技術者は、照査計画を作成し業務計画諸に記載し、照査に関する事項を定めなければな

らない。 

５ 照査技術者は、設計図書に定める又は監督員の指示する業務の節目毎にその成果の確認を行

うとともに、照査技術者自身による照査を行わなければならない。 

６ 照査技術者は、業務完了に伴って照査結果を照査報告書としてとりまとめ、照査技術者の署

名捺印の上、管理技術者に差し出すものとする。 

 

（打合せ等） 

第 ７ 条 設計業務等を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は常に密接な連絡をとり、

業務の方針及び条件等の疑義を正すものとする。 

 また、設計業務等着手時、及び設計図書で定める業務の区切りにおいて、管理技術者と監

督員は打合せを行うものとし、その結果について受託者が書面（打合せ記録簿）に記録し相

互に確認しなければならない。 

 

（設計業務作業） 

第 ８ 条 成果の内容については、次の各号についてとりまとめるものとする。 



（１）設計業務成果概要書 

設計業務成果概要書は、設計業務の条件、特に考慮した事項、コントロールポイント、検討

内容、施工性、経済性、耐久性、美観、環境、コスト縮減対策、建設副産物対策等の観点から

要件を的確に解説し取りまとめるものとする。 

（２）設計図面 

設計図面は、平面図、縦断図、標準横断図、横断図、小構造物詳細を作成するものとする。 

（３）数量計算書 

数量計算書は、「土木工事数量算出要領（案）」により行うものとし、算出した結果は「土

木工事数量算出要領数量集計表（案）」に基づき工種別、区間別に取りまとめるものとする。 

 

（照  査） 

第 ９ 条 照査技術者は、特記仕様書において定めがある場合、下記に示す事項を標準として照査を

行い、管理技術者に提出するものとする。 

２ 基本条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、把握しているかの確認を行い、

その内容が適切であるかについて照査を行う。特に地形、地質条件、土地利用、周辺整備な

どについては、設計の目的に対応した情報が得られているかの確認を行う。 

３ 設計条件及び現地条件など、基本的条件の整理が終了した段階での照査を行う。また、地

形、地質、土地利用、周辺整備などが設計に反映されているかの確認を行う。 

４ 詳細設計に必要な設計細部条件の検討・整理結果について照査を行い、主要計画図につい

て照査・確認を行うものとする。 

   ５ 設計図、概算工事費の適切性及び整合性に着目し照査を行う。 

 

（検  査） 

第１０条 受託者は、部分引渡し検査及び完了検査を受ける場合は、あらかじめ成果品並びに関係資

料等を備えておくものとし、管理技術者又は照査技術者が立会いの上、検査を受けなければ

ならない。 

 

（提出書類） 

第１１条 受託者は、業務の着手及び完了にあたり、契約約款に定めるものの外、下記の書類を監督

員に提出しなければならない。 

    （１）着手届 （２）完了届 （３）納品書 

   ２ 指示、承諾及び協議等は原則として書面により行うものとする。 

 

（成果品等） 

第１２条 納入する成果品等は、別紙２のとおりとする。 

 

（業務カルテ） 

第１３条 契約額が１００万円以上（税込み）の建設コンサルタント業務については、ＴＥＣＲＩＳ

（調査設計業務実績サービス）へデータ登録する。 

   ２ ＴＥＣＲＩＳ用データは業者がＪＡＣＩＣに提出するものであるが、事前に監督員が確認



を行う。 

 

（そ の 他） 

第１４条 成果品等はすべて発注者の所有とし、発注者の承認を得ないで他に公表、貸与、使用また

は工事発注情報として提供してはならない。 

  ２ 発注者及び関係機関より貸与された資料等は、その所有者の承認を得ないで他に公表及び

貸与しないこと。 

３ 検査が完了し、業務完了後においても過誤、脱落が認められたときは、受託者の責任にお

いてこれを修正するものとする。  

 

（疑  義） 

第１５条 受託者は、作業の実施にあたり、設計図書等に疑義を生じた場合は監督員と協議の上、実

施するものとする。 

  



別紙１

　作　　業　　項　　目 　　　7市単　市道（江）1154号線　測量設計業務委託作業期間 120日間

　　１．基準点測量　　　

       Ⅰ．基準点測量

　　　　１）　4級基準点測量　3.0点

    ２.　地形測量

       Ⅰ．現地測量

　　　　１）　地形図作成　　S=1/500　　作業量　0.0017km2

    ３.　応用測量

       Ⅰ．路線測量　　L=170m

　　　　１）　作業計画（作業内容の確認、必要書類の収集、機材準備、立入通知文作成等含）

　　　　２）　現地踏査（現地の状況把握、範囲の確認）

　　　　３）　中心線測量　　20ｍ間隔

　　　　４）　仮ＢＭ設置測量

　　　　５）　縦断測量

　　　　６）　横断測量　　W=45m未満

    ４.　道路設計

       Ⅰ．道路設計

　　　　１）　小構造物設計　5.0箇所

    ５.　設計協議

       Ⅰ．設計協議

　　　　１）　設計協議　2回

委託業務の内容



調査業務

設計業務

　報告書（図面入り） １部 Ａ４ファイル

　デジタルデータ １式 ＣＤ－Ｒ

測量業務

　成果簿（図面入り） １部 Ａ４ファイル

　デジタルデータ １式 ＣＤ－Ｒ

　別紙２

納入する成果品

業 務 名 品名 数量 摘要



工事区分　工種　種別 細 別 内 訳金 額単位数量

第 ０７－００－７２３－０－０５２ 号 実施 起工 設計書

工 事 数 量 総 括（ 内 訳 ）表

基準点測量
 

1 式

　基準点測量
 

1 式

　　4級基準点測量
 

1

4級基準点測量

伐採なし、永久標識設置なし
式

点

 

       3.000　

 

地形測量
 

1 式

　現地測量
 

1 式

　　現地測量
 

1

現地測量

式

(km2)式       1.000　

応用測量
 

1 式

　路線測量
 

1 式

　　路線測量
 

1

作業計画

現地踏査

中心線測量

仮BM設置測量

縦断測量

横断測量

式

業務

km

km

km

km

km

       1.000　

       0.170　

       0.170　

       0.170　

       0.170　

       0.170　

共通
 

1 式

　共通
 

1 式

　　打合せ等
 

1

打合せ

式

業務       1.000　

直接測量費計
 

1 式

　旅費交通費
 

1 式

　電子成果品作成費
 

1 式

　諸経費
 

1 式

稲敷市1



工事区分　工種　種別 細 別 内 訳金 額単位数量

第 ０７－００－７２３－０－０５２ 号 実施 起工 設計書

工 事 数 量 総 括（ 内 訳 ）表

業務価格計
 

1 式

道路設計
 

1 式

　道路設計
 

1 式

　　小構造物設計
 

1

小構造物設計

式

(km)式       1.000　

共通
 

1 式

　共通(設計業務)
 

1 式

　　設計協議
 

1

設計協議

式

業務       1.000　

直接原価計
 

1 式

（うち直接人件費）
 

1 式

　旅費交通費
 

1 式

　電子成果品作成費
 

1 式

　その他原価
 

1 式

一般管理費等
 

1 式

業務価格計
 

1 式

業務価格合計
 

1 式

　消費税相当額
 

1 式

業務委託費
 

1 式

稲敷市2



工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０７－００－７２３－０－０５２ 号 実施 起工 設計書

基準点測量

基準点測量

4級基準点測量

       3.000
4級基準点測量

点

       3.000
４級基準点測量（永久標識設置な
し,伐採なし） 点

地域による変化率(耕地 平地)

地形測量

現地測量

現地測量

       1.000
現地測量

(km2)式

       1.000
現地測量

式縮尺(1／500),作業量(0.0017 km2),地域に

よる変化率（縮尺1／500）(耕地 平地)

応用測量

路線測量

路線測量

       1.000
作業計画

業務

       1.000
作業計画 (路線)

業務

       0.170
現地踏査

km

稲敷市1



工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０７－００－７２３－０－０５２ 号 実施 起工 設計書

       0.170
現地踏査 (路線)

km地域による変化率(耕地 平地),交通量によ

る変化率(0～1000台未満／12時間［ 0.0］

)

       0.170
中心線測量

km

       0.170
中心線測量（路線）

km地域による変化率(耕地 平地),交通量によ

る変化率(0～1000台未満／12時間［ 0.0］

),曲線数による変化率(単曲線換算曲線数 

0［－0.1］),測点間隔による変化率(測点

間隔 20m［ 0.0］)

       0.170
仮BM設置測量

km

       0.170
仮ＢＭ設置測量（路線）

km地域による変化率(耕地 平地),交通量によ

る変化率(0～1000台未満／12時間［ 0.0］

)

       0.170
縦断測量

km

       0.170
縦断測量（路線）

km地域による変化率(耕地 平地),交通量によ

る変化率(0～1000台未満／12時間［ 0.0］

)

       0.170
横断測量

km

       0.170
横断測量（路線）

km地域による変化率(耕地 平地),交通量によ

る変化率(0～1000台未満／12時間［ 0.0］

),曲線数による変化率(単曲線換算曲線数 

0［－0.1］),測量幅による変化率(45m未満

),測点間隔による変化率(20m［－0.1］)

共通

共通

打合せ等

       1.000
打合せ

業務

稲敷市2



工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０７－００－７２３－０－０５２ 号 実施 起工 設計書

       1.000
打合せ (測量)

業務中間打合せ回数(1 回)

直接測量費計

旅費交通費

電子成果品作成費

諸経費

業務価格計

道路設計

道路設計

小構造物設計

       1.000
小構造物設計

(km)式

第0001号代価表

       5.000
小構造物設計

箇所

共通

共通(設計業務)

設計協議

       1.000
設計協議

業務

第0002号代価表

       1.000
設計協議

式

直接原価計

稲敷市3



工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０７－００－７２３－０－０５２ 号 実施 起工 設計書

（うち直接人件費）

旅費交通費

電子成果品作成費

その他原価

一般管理費等

業務価格計

業務価格合計

消費税相当額

業務委託費

稲敷市4



摘要金額単価単位数量名称

第０７－００－７２３－０－０５２号 当り

第 0001 号 代価表 小構造物設計

5.000 箇所

技師(B)

人

技師(C)

人

技術員

人

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

稲敷市1



摘要金額単価単位数量名称

第０７－００－７２３－０－０５２号 当り

第 0002 号 代価表 設計協議

1.000 式

技師(B)

人

技師(C)

人

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

稲敷市2



1

区分 工種 種別 細別 規格
測量業務

基準点測量 基準点測量 4級基準点測量 50m間隔 　 170m÷50m ＝ 3.4 3.0 点

地形測量 現地測量 地形図作成 S＝1/500 　 170×10m ＝ 1700.0 0.002 Km2

応用測量 路線測量 作業計画 ＝ 1.0 1.0 業務

現地踏査 L=170m ＝ 170.0 0.17 km

中心線測量 20m間隔 　 L=170m ＝ 170.0 0.17 km

仮BM設置 　 L=170m ＝ 170.0 0.17 km

縦断測量 　 L=170m ＝ 170.0 0.17 km

横断測量 W＝45m未満 　 L=170m ＝ 170.0 0.17 km

共通 打合せ等 打合せ協議 中間1回 1.0 業務
設計業務 ※5箇所未満については5箇所で計上

道路設計 道路設計 小構造物設計 170m÷50m = 3.4 5.0 箇所

設計協議 設計協議 設計協議 協議回数2回 1.0 式

　

数量計算書

算式 数量 単位

7市単　市道（江）1154号線　測量設計業務委託



測量設計業務
L=170m

平面図 市道（江）1154号

稲敷市犬塚地内


